
千葉市町内自治会集会施設借上費補助金交付要綱 

 

 

  （趣旨） 

 第１条 区長は、町内自治会活動の振興を図るため、町内自治会集会所（以下「集会所」という。） 

    を所有しない町内自治会（千葉市町内自治会連絡協議会及び区町内自治会連絡協議会に設立

の届出をした町内自治会をいう。以下同じ）が単独又は共同で使用する集会のための施設（以

下「集会施設」という。）の借上に要する経費について、予算の範囲内において千葉市補助

金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、

当該町内自治会に対し補助金を交付する。 

 

  （補助対象） 

 第２条 補助金の交付の対象となる集会施設の借上は、本市内に存する集会所を所有しない町内自

治会が、あらかじめ総会における承認を得て、年間契約（契約期間が１年を超えるものを含

む。）を締結することにより集会施設を借上るもので、次の各号のいずれかに該当するもの

をいう。 

  （１） 町内自治会の活動のため、年間を通じ継続して使用に供し、かつ町内自治会がその管理

を行うもの 

  （２） 町内自治会の活動のうち、規約に定める総会、役員会、部会その他の会議（以下「総会

等」という。）の使用に供するもの 

   

  （経費及び補助額） 

 第３条 補助金の交付の対象となる経費、補助額及び限度額は、次のとおりとする。 

 経    費  補助額（１，０００円未満切捨）  限 度 額 

 年間契約による

当該年度における

借上に要する経費 

 経費の２分の１に相当する額（集会施設の借上

が第２条第２号に掲げるものである場合にあっ

ては、経費の２分の１に総会等による１年間の使

用日数を１年間の総使用日数で除して得た数値

を乗じて得た額に相当する額） 

１施設につき 

 

 ３０万円 

   

  （交付の申出） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする町内自治会は、当該申請に先立ち集会施設借上費補助 

    金交付申出書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して区長へ提出するものとする。 

（１） 集会施設借上実施予定書（様式第２号） 

（２） 集会施設を借上ることについて総会の承認を得たことを証する書類（共同で使用する場

合は、それぞれの町内自治会の総会において承認を得たことを証する書類） 

（３） 町内自治会規約（補助事業が第２条第２号に掲げるものである場合に限る。） 

（４） 集会施設の使用に関する規約等 

（５） その他区長が必要と認める書類 

  ２ 前項の申出書は、区長が定める期日までに提出するものとする。 

  ３ 区長は、第１項の申出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは期限を指定

し所定の手続きをとるように、また、不適当と認めたときはその理由を付して申出した者に通

知するものとする。 

 

 

 



  （交付の申請） 

 第５条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、集会施設借上費補助金

交付申請書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。 

（１） 集会施設借上実施計画書（様式第４号） 

（２） 事業計画書 

（３） 集会施設の賃貸借契約書の写し 

（４） 収支予算書 

（５） 集会施設の写真 

（６） その他区長が必要と認める書類 

 

  （交付の条件） 

 第６条 規則第５条の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）集会施設の借上の内容を変更する場合には、あらかじめ区長の承認を受けること。 

（２）集会施設の借上を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ区長の承認を受 

  けること。 

（３）集会施設の使用権を第三者に譲渡しないこと。 

（４）町内自治会の集会施設である旨を入口付近に表示すること。 

 

  （交付の決定及び通知） 

 第７条 規則第６条の規定による通知は、集会施設借上費補助金交付決定通知書（様式第５号）に

よるものとする。 

  ２ 規則第８条第５項において準用する第６条の規定による通知は、集会施設借上費補助金交付 

決定変更通知書（様式第６号）によるものとする。 

 

  （変更等の承認申請） 

第８条 第６条第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするときは、集会施設借上費変更 

   （中止･廃止）承認申請書（様式第７号）を区長に提出するものとする。 

 

 （実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定により報告しようとするときは、区長が定める期日までに集会施設 

借上実績報告書（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添付して区長に提出するものとす 

る。 

（１） 集会施設借上利用状況報告書（様式第９号） 

（２） 事業報告書 

（３） 借上料を支払ったことを証する書類 

（４） 収支決算書 

（５） 総会等議事録（補助事業が第２条第２号に掲げるものである場合に限る。） 

（６） その他区長が必要と認める書類 

 

  （額の確定） 

 第１０条 規則第１３条の規定による通知は、集会施設借上費補助金額確定通知書（様式第１０号）

によるものとする。 

 

  （交付の請求） 

 第１１条 規則第１６条第１項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、集会施設

借上費補助金交付請求書（様式第１１号）を区長に提出するものとする。 

 

 



（決定の取消通知） 

第１２条 規則第１７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は、集会施設借上費補助 

金決定取消通知書（様式第１２号）によるものとする。 

 

（返還命令） 

第１３条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、集会施設借上費補助金返還命令書 

（様式第１３号）によるものとする。 

 

（補 則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

 

  （附 則） 

 １ この要綱は、平成３年１２月９日から施行し、平成３年度の予算に係る補助金から適用する。 

 ２ 平成３年度の予算に係る補助金については、第４条の規定は適用しない。 

 

  

  （附 則） 

   この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

（附 則） 

   この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

（附 則） 

   この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

 

（附 則） 

   この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   （附 則） 

 １ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、

必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

  年  月  日 

 

集会施設借上費補助金交付申出書 

 

 

（あて先）千葉市  区長         様 

 

 

住    所  

町内自治会名  

会 長 名 

(※) 

（※）認可地縁団体の場合は、記名押印してください。 

   上記団体以外でも、本人（会長）が手書きしない場合は、記名押 

印してください。 

 

 

     年度集会施設借上費補助金の交付を受けたいので町内自治会集会施設借上費補

助金交付要綱第５条の規定により次のとおり申し出ます。 

 

記 

 

 

１ 補助事業の種別     集会所の借上 

 

２ 交付を受けようとする補助金の額 

 

３ 添付書類  （１）集会施設借上実施予定表（様式第２号） 

        （２）総会議事録 

        （３）町内自治会規約（補助事業が第２条第２号に掲げるものである場合に限る。） 

        （４）集会施設の使用に関する規約等 

        （５）その他区長が必要と認める書類 



様式第２号 

集 会 施 設 借 上 実 施 予 定 書 

町内自治会名 

（２以上の自治会で共有する

場合は、共有自治会も記載） 

                  （        世帯） 

（        世帯） 

（        世帯） 

 

 

建 

 

 

 

 

 

物 

所 在 地 
 

建物の名称 
 

構   造  木造 ・ 鉄筋 ・ 鉄骨 ・ その他 

規   模  平屋 ・ ２階建 ・ その他 

面   積            ㎡（      坪） 

 

所 有 者 

住  所 

氏  名 

 

借 上 期 間 

年   月   日から 

年   月   日まで 

借 上 料 年額                円 

 

 

資 金 内 訳 

（１）事業費        円（２）市補助金      円 

（３）その他        円 

       計             円 

集

会

施

設

案

内

図 

 

 



様式第３号 

  年  月  日 

 

集 会 施 設 借 上 費 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

 千葉市   区長         様 

 

 

住    所  

町内自治会名  

会 長 名 

(※) 

（※）認可地縁団体の場合は、記名押印してください。 

   上記団体以外でも、本人（会長）が手書きしない場合は、記名押 

印してください。 

 

 

     年度集会施設借上費補助金の交付を受けたいので、千葉市補助金等交付規則第３

条の規定により次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額 

 

２ 添付書類  （１） 集会施設借上実施計画書（様式第４号） 

        （２） 事業計画書 

        （３） 集会所の賃貸借契約書（写） 

        （４） 収支予算書 

        （５） 集会施設の写真 

        （６） その他区長が必要と認める書類 

 

 



様式第４号 

集 会 施 設 借 上 実 施 計 画 書 

町内自治会名 

（２以上の自治会で共

有する場合は、共有自治

会も記載） 

                   （        世帯） 

                   （        世帯） 

                   （        世帯） 

 

 

建 

 

 

 

 

 

物 

所 在 地 
 

建物の名称 
 

構   造  木造 ・ 鉄筋 ・ 鉄骨 ・ その他 

規   模  平屋 ・ ２階建 ・ その他 

面   積            ㎡（      坪） 

 

所 有 者 

住  所 

氏  名 

 

借 上 期 間 

年   月   日から 

年   月   日まで 

借 上 料 年額                円 

 

 

資 金 内 訳 

（１）事業費        円（２）市補助金      円 

（３）その他        円 

       計             円 

 

利 用 計 画 

事 業 名 回数 利用予定人数 備 考 

総   会    

役 員 会    

    

    

    



様式第５号 

千葉市指令  第   号 

 

                様 

 

集会施設借上費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付申請のあった集会施設借上補助金について次のとおり交付決

定したので、千葉市補助金等交付規則第６条の規定により通知します。 

 

 

       年  月  日 

 

 

千葉市   区長 

 

 

１ 補助事業の種別 

２ 補助金の交付決定額 

３ 交付条件 

  （１）補助事業の内容を変更する場合には、あらかじめ区長の承認を受けること。 

  （２）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ区長の承認を受

けること。 

  （３）集会施設の使用権を第三者に譲渡しないこと。 

  （４）町内自治会の集会施設である旨を入口付近に表示すること。 

  （５）千葉市補助金交付規則及びこの要綱を遵守すること。 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第６号 

千葉市指令  第   号 

 

                様 

 

集会施設借上費補助金交付決定変更通知書 

 

 

 

     年  月  日付千葉市指令  第   号により通知した集会施設借上費補

助金交付決定の一部を変更したいので次のとおり通知します。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

千葉市  区長 

 

 

 

１ 変更前の交付決定額 

 

２ 変更後の交付決定額 

 

３ 変更理由 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第７号 

  年  月  日 

 

 

集会施設借上費変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

千葉市   区長         様 

 

 

 

住    所  

町内自治会名  

会 長 名 

(※) 

（※）認可地縁団体の場合は、記名押印してください。 

   上記団体以外でも、本人（会長）が手書きしない場合は、記名押 

印してください。 

 

 

      年  月  日付千葉市指令   第   号により補助金の交付決定のあ

った集会施設借上事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、承認されますよう千

葉市集会施設借上費補助金交付要綱第８条の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更（中止・廃止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号 

  年  月  日 

 

集 会 施 設 借 上 実 績 報 告 書 

 

千葉市   区長         様 

 

住    所  

町内自治会名  

会 長 名 

(※) 

（※）認可地縁団体の場合は、記名押印してください。 

   上記団体以外でも、本人（会長）が手書きしない場合は、記名押 

印してください。 

 

      年  月  日付千葉市指令   第   号により補助金の交付決定のあ

った集会施設借上事業の実績について、千葉市補助金等交付規則第１２条の規定により次の

とおり報告します。 

 

 

１ 集会所の賃貸借期間             年  月  日から 

                        年  月  日まで 

２ 交付決定額 

３ 添付書類     （１） 集会施設借上利用状況報告書（様式第９号） 

           （２） 事業報告書 

           （３） 借上料を支払ったことを証する書類 

           （４） 収支決算書 

           （５） 総会等議事録（集会施設の借上が第２条第２号に掲げる 

場合に限る。） 

           （６） その他区長が必要と認める書類 



様式第９号 

 

 

集 会 施 設 借 上 利 用 状 況 報 告 書 

 

 

 

収入の部             町内自治会名                  

区  分 精    算    額  摘      要 

 
               円 

 

   

市補助金 
  

  計                円 
 

 

 

 

 

 

 

支出の部 

 区  分 精    算    額  摘      要 

賃貸借料                円 
 

   

  計                円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 月 

利用日数 

（日） 

利用者数 

 （人） 

事    業    内    訳 

総 会 役員会 
    

 ４ 
        

 ５ 
        

 ６ 
        

 ７ 
        

 ８ 
        

 ９ 
        

１０ 
        

１１ 
        

１２ 
        

 １ 
        

 ２ 
        

 ３ 
        

 計 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号 

千葉市達  第   号 

 

                様 

 

集会施設借上費補助金額確定通知書 

 

 

         

  年  月  日付集会施設借上実績報告書により    年度集会施設借上

費補助金額を次のとおり確定したので千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により通

知します。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

千葉市  区長 

 

 

 

１ 補助金の交付決定額 

 

２ 補助金の確定額 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第１１号 

  年  月  日 

 

 

集会施設借上費補助金交付請求 書 

 

 

千葉市   区長         様 

 

住    所  

町内自治会名  

会 長 名 

(※) 

（※）認可地縁団体の場合は、記名押印してください。 

   上記団体以外でも、本人（会長）が手書きしない場合は、記名押 

印してください。 

 

 

     年  月  日付千葉市達  第   号により確定した集会施設借上費補助

金の交付について、千葉市補助金等交付規則第１６条第１項の規定により次のとおり請求し

ます。 

 

 

 

１ 補助金の確定額 

 

２ 交付請求額 

 

３ 添付書類 

  （１）集会施設借上費補助金額確定通知書の写し 

 

 

 

 

 



様式第１２号 

 

千葉市達  第  号 

 

 

                様 

 

集会施設借上費補助金決定取消通知書 

 

 

     年  月  日付千葉市指令  第  号により通知した集会施設借上費補助

金交付決定の（全部・一部）を次のとおり取り消したので、千葉市補助金等交付規則第１７

条第３項において準用する第６条の規定により通知します。 

 

 

     年  月  日 

 

 

                        千葉市   区長 

 

補助金の交付決定額 円 

取消額 円 

取消後の交付決定額 円 

取り消しの理由  

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第１３号 

 

千葉市達  第  号 

 

                様 

 

集会施設借上費補助金返還命令書 

 

 

 千葉市補助金交付規則第１８条第   項の規定により、次のとおり返還を命じます。 

 

     年  月  日 

 

 

                        千葉市   区長 

 

補助金の交付決定額 円 

補助金の既交付額 年   月   日交付            円 

補助金の交付確定額 円 

返還すべき金額 円 

返還期限 年   月   日まで 

返還を命ずる理由  

返還方法  

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 


